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付けましたか？　住宅用火災報知器
　近年、「逃げ遅れ」による住宅火災の死亡者が急増しているため、消防法令の改正があり、一般住宅でも火災報知器
を付けることが義務づけされました。

平成 23年 5月 31 日までに設置が必要です
義務設置＝寝室の天井か壁・２階以上に寝室がある場合は階段上部
任意設置＝台所の天井か壁

●悪質な訪問販売にご注意を！
　湯河原町でも、１個 3,000 円程度の火災報知器を、かなり高額で売り歩く悪質な業者が訪問販売をしているようです。
十分ご注意下さい。 町職員や消防職団員が訪問販売することはありません

消防本部等が特定の業者に販売を委託することはありません
設置を急がせる業者は危険です

●城堀区では、希望があれば斡旋します
ご希望のある方は、区会事務所（℡62-7220）までご連絡ください

煙　3,000円 （寝室・居室・階段用） 電池式10年耐用
熱　3,000円 （台所用） 電池式10年耐用

メーカー・ニッタン（火災報知器四大メーカーの一つ

価格

どうしてもご自分で “取り付け” が出来ない方は、区会にご相談下さい
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センリョウ科の常緑小低木。林内に生育し、また
冬に赤い果実をつけます。日本では南関東・東海
地方～九州・沖縄までの比較的暖かい常緑樹林下
に自生しています。
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